
                              

 

静岡県「緊急事態宣言延長」対応について 

静岡県が「緊急事態宣言」の適用区域に指定され、解除期限が 9 月

３０日まで延長となりました。県からの要請に基づき、緊急事態宣

言内のゴルフ場の営業形態等についてご案内いたします。 

緊急事態宣言期間：２０２１年８月２０日～９月３０日 

  【浴室の利用について】 

・ 浴室はシャワーのみのご利用とさせていただきます。 

・ 黙浴にご協力ください。 

  【レストランの利用について】 

   ・ 営業時間短縮要請により朝食と昼食のみのご利用とさせていただ

きます。 

・ 黙食にご協力ください。 

【酒類の提供について】 

・ レストラン及びコース売店での酒類の提供を中止させていただき

ます。なお、お客様による酒類の持ち込みも不可といたします。 

ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

裾野カンツリー倶楽部    総支配人 


